
 

令和２年９月２４日 

土木部交通安全自転車課 

 

第３７回 駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について 

 

１．主旨 

駅周辺における放置自転車は、街の美観を損ねるだけでなく、歩行者や緊急車両等の

通行を阻害するなど様々な弊害がある。 

これまで自転車等駐車場の整備、放置自転車の撤去活動、自転車利用者への啓発等を

推進してきた結果、区内における放置自転車の撤去台数が大きく減少しているが、依然

として駅前には自転車が放置されており、自転車等の適正利用の周知と放置防止に向け

た啓発活動を積み重ねる必要がある。 

そのため、放置自転車防止を広く区民へ啓発することを目的とした「駅前放置自転

車クリーンキャンペーン」を実施する。 

 

２．概要 

（１）期間 

令和２年１０月２２日（木）から同３１日（土）までの１０日間を中心に実施 

（２）啓発方法 

・ まちづくりセンターや区内鉄道駅等でのポスターやのぼり旗の掲出 

・ 区施設内のデジタルサイネージでの放映 

・ 区公式 Twitter の配信 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年度については、駅前

での啓発物品の配布を中心とした啓発活動は行わない。 

（３）第３７回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン 統一標語  

「放置ゼロ キレイな街で おもてなし」 

 

３．周知方法 

・ 区のおしらせ（９月１５日号）及び区のホームページに掲載 

・ メールマガジンを用いた周知 

 

４．その他 

このキャンペーンは、東京都の「第３７回駅前放置自転車クリーンキャンペーン実

施大綱」にもとづき、都内各区市町村で実施する。 

 

  



 
 


